
○
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
四
十
九
号

情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の
向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を

図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
法
律

第
十
六
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
行
政
機
関
が
所
管
す
る
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
六
年
内
閣
府
、
総
務
省
、
法
務
省
、
外
務
省
、
財
務
省
、
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、

農
林
水
産
省
、
経
済
産
業
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
令
第
一
号
）
第
三
条
及
び
総
務
省
関
係
法
令
に
係
る
情
報
通
信
技
術
を

活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
第
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

平
成
十
六
年
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
九
号
（
関
係
行
政
機
関
が
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の

技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
複
数
の
行
政
機
関
の
所
管
に
係
る
公
益
法
人
の
設
立
又
は
監
督
に

関
す
る
手
続
等
の
う
ち
、
国
家
公
安
委
員
会
に
係
る
手
続
等
を
定
め
る
件
）
及
び
平
成
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
十
六

号
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に

関
す
る
法
律
に
係
る
対
象
手
続
等
を
定
め
る
省
令
第
六
条
第
一
項
及
び
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
開
示
請
求
手
数
料
及
び
開

示
実
施
手
数
料
の
納
付
方
法
並
び
に
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の



公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
に
規
定
す
る
手
続
等
を
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
必
要
な
事

項
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
情
報
通
信
技
術
の
活
用
に
よ
る
行
政
手
続
等
に
係
る
関
係
者
の
利
便
性
の

向
上
並
び
に
行
政
運
営
の
簡
素
化
及
び
効
率
化
を
図
る
た
め
の
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
十
二
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
告
示
す
る
。

令
和
元
年
十
二
月
十
三
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

武
田

良
太

（
平
成
十
六
年
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
九
号
の
一
部
改
正
）

第
一
条

平
成
十
六
年
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
九
号
（
関
係
行
政
機
関
が
所
管
す
る
法
令
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情

報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
規
定
に
基
づ
き
、
複
数
の
行
政
機
関
の
所
管
に
係
る
公
益
法
人
の
設
立

又
は
監
督
に
関
す
る
手
続
等
の
う
ち
、
国
家
公
安
委
員
会
に
係
る
手
続
等
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付

し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ



る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ

れ
を
削
る
。



改

正

後

改

正

前

一

複
数
の
行
政
機
関
の
所
管
に
係
る
公
益
法
人
の
設
立
又
は
監
督
に
関
し
て
国

一

行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成

家
公
安
委
員
会
に
対
し
て
行
わ
れ
る
申
請
等
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
の

政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
法

規
定
に
基
づ
き
行
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
申
請
等
（
法
第
二
条
第
六
号
の
申

」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
八
号
の
申
請
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
法

請
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

別
表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
そ
れ

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
、
別
表
第
一
の
上

ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等

欄
に
掲
げ
る
法
令
の
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等
と
す
る

。
二

複
数
の
行
政
機
関
の
所
管
に
係
る
公
益
法
人
の
設
立
又
は
監
督
に
関
し
て
国

二

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
申
請
等

家
公
安
委
員
会
が
行
う
処
分
通
知
等
（
法
第
三
条
第
九
号
の
処
分
通
知
等
を
い

別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で

く
申
請
等

き
る
も
の
は
、
別
表
第
二
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る

規
定
に
基
づ
く
処
分
通
知
等
と
す
る
。

［
号
を
削
る
。
］

三

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
こ
と
の
で
き
る
処
分
通
知
等
（

法
第
二
条
第
七
号
の
処
分
通
知
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

別
表
第
三
の

上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
処
分
通
知

等

別
表
第
一

別
表
第
一

［
項
を
削
る
。
］

内
閣
総
理
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公

第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
、
第
七



益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る

条
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十

規
則
（
昭
和
四
十
八
年
総
理
府
令
第

五
条

三
号
）

［
項
を
削
る
。
］

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る

第
三
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項

公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す

、
第
十
二
条
及
び
第
十
四
条

る
規
則
（
昭
和
五
十
八
年
国
家
公
安

委
員
会
規
則
第
七
号
）

内
閣
総
理
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公

第
二
条
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第

内
閣
総
理
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公

第
二
条
、
第
三
条
、
第
四
条
第
一

益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督

二
項
、
第
四
条
、
第
十
一
条
、
第

益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督

項
及
び
第
二
項
、
第
五
条
、
第
七

に
関
す
る
内
閣
府
令
（
昭
和
五
十
五

十
四
条
、
第
二
十
条
、
第
二
十
五

に
関
す
る
総
理
府
令
（
昭
和
五
十
五

条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第

年
総
理
府
令
第
四
十
二
号
）

条
第
一
項
並
び
に
第
二
十
八
条
第

年
総
理
府
令
第
四
十
二
号
）

十
一
条
、
第
十
二
条
第
一
項
並
び

一
項
及
び
第
二
項

に
第
十
五
条

［
略
］

［
同
上
］

［
別
表
を
削
る
。
］

別
表
第
二

内
閣
総
理
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公

第
三
条
、
第
九
条
第
一
項
並
び
に

益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る

第
十
条
第
一
項
前
段
及
び
後
段

規
則

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る

第
十
三
条

公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す

る
規
則

別
表
第
二

別
表
第
三

［
項
を
削
る
。
］

内
閣
総
理
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公

第
十
四
条
第
一
項



益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す
る

規
則

［
項
を
削
る
。
］

国
家
公
安
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る

第
三
条
第
一
項
、
第
七
条
第
一
項

公
益
法
人
の
設
立
及
び
監
督
に
関
す

及
び
第
十
四
条

る
規
則

内
閣
総
理
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公

第
十
一
条
、
第
十
四
条
及
び
第
二

内
閣
総
理
大
臣
の
所
管
に
属
す
る
公

第
二
条
、
第
七
条
第
一
項
、
第
九

益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督

十
条

益
信
託
の
引
受
け
の
許
可
及
び
監
督

条
第
一
項
及
び
第
十
一
条

に
関
す
る
内
閣
府
令

に
関
す
る
総
理
府
令

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。



（
平
成
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
十
六
号
の
一
部
改
正
）

第
二
条

平
成
十
八
年
国
家
公
安
委
員
会
告
示
第
十
六
号
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律

の
施
行
に
伴
う
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
に
係
る
対
象
手
続
等
を
定
め
る
省
令
第
六
条
第
一
項
及

び
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
開
示
請
求
手
数
料
及
び
開
示
実
施
手
数
料
の
納
付
方
法
並
び
に
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報

の
公
開
に
関
す
る
法
律
及
び
行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
施
行
令
に
規
定
す
る
手
続
等
を
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
、
又
は
行
う
場
合
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
削
る
。



改

正

後

改

正

前

一

開
示
請
求
手
数
料
及
び
開
示
実
施
手
数
料
の
納
付
方
法

一

開
示
請
求
手
数
料
及
び
開
示
実
施
手
数
料
の
納
付
方
法

開
示
請
求
手
数
料
及
び
開
示
実
施
手
数
料
の
納
付
方
法
は
、
総
務
省
関
係
法
令

開
示
請
求
手
数
料
及
び
開
示
実
施
手
数
料
の
納
付
方
法
は
、
行
政
手
続
等
に
お

に
係
る
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（

け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
行
政
機
関
の
保
有

平
成
十
五
年
総
務
省
令
第
四
十
八
号
）
第
四
条
第
一
項
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
に
係
る
対
象
手
続
等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十

行
わ
れ
た
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
申
請
等
（
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行

六
年
総
務
省
令
第
三
十
九
号
）
第
六
条
第
一
項
本
文
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、

政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」

氏
名
又
は
名
称
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の

と
い
う
。
）
第
三
条
第
八
号
の
申
請
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
得
ら
れ

氏
名
）
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び
に
申
請
等
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信

た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
方
法
若
し
く
は
氏
名
又
は
名
称
（
法
人
そ
の
他
の

の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
。
以
下
「
法

団
体
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
及
び
住
所
又
は
居
所
並
び

」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
六
号
の
申
請
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
得
ら

に
申
請
等
に
よ
り
得
ら
れ
た
納
付
情
報
を
記
載
し
た
書
面
に
収
入
印
紙
を
貼
っ
て

れ
た
納
付
情
報
を
記
載
し
た
書
面
に
収
入
印
紙
を
は
っ
て
納
付
す
る
も
の
と
す
る

納
付
す
る
方
法
と
す
る
。

。

二

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
申
請
等
及
び
処
分
通
知

二

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
申
請
等
及
び
行
う

等
の
指
定

こ
と
が
で
き
る
処
分
通
知
等
の
指
定

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
こ
と
が
で
き
る
申
請
等

別
表
第

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
申
請
等

別

(一)

(一)

一
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申
請
等

表
第
一
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
申

請
等

法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
こ
と
が
で
き
る
処
分
通
知
等
（
法

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
う
こ
と
が
で
き
る
処
分
通
知
等
（
法

(二)

(二)

第
三
条
第
九
号
の
処
分
通
知
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

別
表
第
二
の
上
欄

第
二
条
第
七
号
の
処
分
通
知
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

別
表
第
二
の
上
欄

に
掲
げ
る
法
令
の
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
処
分
通
知
等

に
掲
げ
る
法
令
の
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
処
分
通
知
等

［
削
る
。
］

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
準
じ
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
処
分
通
知
等

別

(三)



表
第
三
の
上
欄
に
掲
げ
る
法
令
の
そ
れ
ぞ
れ
下
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
基
づ
く
処

分
通
知
等

別
表
第
二

別
表
第
二

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開

第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開

第
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十

に
関
す
る
法
律

条
第
二
項
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条

に
関
す
る
法
律

条
第
二
項
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条

第
一
項
後
段
、
第
十
二
条
の
二
第
一

第
一
項
後
段
、
第
十
二
条
の
二
第
一

項
後
段
、
第
十
三
条
、
第
十
六
条
第

項
後
段
、
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第

三
項
、
第
十
九
条
並
び
に
第
二
十
条

三
項
並
び
に
第
二
十
条
に
お
い
て
準

に
お
い
て
準
用
す
る
第
十
三
条
第
三

用
す
る
第
十
三
条
第
三
項

項

［
別
表
を
削
る
。
］

別
表
第
三

行
政
機
関
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開

第
十
三
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
三

に
関
す
る
法
律

項
及
び
第
十
九
条

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。


